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令和６年度  健康福祉部 の重点課題 

部長名 谷本 智子          

＜全体方針＞ 

 世代や分野を超えた横断的な連携・対応を促進し、地域住民や地域の多様な主体が参画する地域づくりに取り組み、子どもから高齢者の全世代の一人ひとりが、健康

で豊かに安心して暮らしていくことのできる地域共生社会の実現を目指す。 

＜課ごとの指導方針＞ 

福祉課 

 市民ニーズの多様な変化に対応できるよう、セーフティーネットの構築に重点を置き、地域住民や関係機関と連携・協働しながら、福祉サービスの向上や重層的支援

体制の構築に努める。 

子育て支援課 

 こども政策の新たな推進となる状況を踏まえ、本市での相談対応や支援体制の充実を図るとともに、こども家庭センターの効果的・効率的な設置と施策の推進に努め

る。 

高齢者支援課 

地域住民や関係機関との協働による自助・互助・共助の仕組みづくりを促進することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう地域包括ケアシス

テムの深化・充実を図る。 

健康課 

第2次丸亀市健康増進計画「健やかまるがめ21」後期計画を関係機関や市民との協働により推進し、ライフステージに応じた健康づくり・疾病予防に努める。また、

庁内連携を通じた多彩なきっかけづくりを推進し、健康づくりに取り組むための環境整備に努める。 

保険課 

被保険者の高齢化や医療の高度化等による一人当たり医療費の増加が見込まれるなか、マイナ保険証の方向性も見極めた国民健康保険制度の円滑な事業運営を図る。ま

た、健康保持増進のための保健事業の実施や保健事業と介護予防の一体的実施等の取り組みにより、国民健康保険事業運営の安定化に努める。 

令和６年度 各課の重点的取組 最終評価 

課名 

(連携が必要な部署) 

重点課題 

 

課題解決に向けた 

具体的方策 
成果目標 総合計画 

評価 

(予定どおり・遅れている) 
現在の状況 

福祉課 ★障がい者の自立支援 

【重点プロジェクト】 

●障害者就業・生活支援セン

ター、就労移行及び就労継続

○就労移行支援・就労継

続支援事業所などの福祉

№48 
B 

一般就労への移行者13人 

地域移行への移行者2人 
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支援事業所、ハローワーク等

との連携を図り、サポート体

制を強化するなど、障がい者

の就労を促進する。 

施設から一般就労への移

行者 

           6 人 

障がい者の就労を促進するた

め、就労支援事業所や関係機関

との連携が効果的になるよう、情

報交換や意識の向上に努めた。

また、本人の能力・資質やニー

ズに合った移行へつながるよう

サポートした結果、地域生活へ

の移行は、2 人であったものの、

一般就労への移行は 13 人と大

きな成果であった。引き続き、就

労や地域移行支援に努めたい。 

○福祉施設入所から地域

生活への移行者 

         3 人 

№48 

Ⅽ 

★障がい者に対する地域

と連携した支援の充実 

【重点プロジェクト】 

●市内事業所や、近隣の事業

所等に対して専門的な指導・

助言を行う。また市内や中讃

西部地域の事業者等関係者に

よる協議を支援し、協議の内

容について共有を図る。 

○保健、医療機関、福祉関

係者による協議の場の開

催回数 

        6 回 

№49 

Ⅽ 

6回 

市内及び近隣事業所に対して適

切な指導・助言を行うため、保

健・医療機関・福祉関係者を参集

して協議を行った。隔月での開

催であったが、情報の共有など

適切な協議を行う場（自立支援

協議会）が持てた。 

○地域の各種相談機関と

の連携強化の取組実施回

数 

        12回 

№49 

Ⅽ 

12回 

関係機関との連携強化を図るた

め、毎月定例で協議会を持っ

た。これにより課題の共有や対

応策について、十分な協議を行

うことができた。 

★障がい児への相談機能 ●障がい児が利用している事 ○保育所などへの訪問支 №50 A 85件 
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の強化 

【重点プロジェクト】 

業所から、保育所等のスタッ

フなどに対し、専門的な支援

を行うサービスを提供する。 

援件数 

           9 件 

今年度の訪問支援件数につい

ては、７月に保育所等訪問支援

事業所が新たに設置されたこと

によって 3事業所が取り組むこと

になり、その結果85件という大き

な実績となった。 

●障害児に応じた各種サービ

スを提供するための計画を作

成する。 

○障がい児相談支援件数 

 

 662 件 

№50 

Ⅽ 

674件 

福祉サービスを利用を希望する

障がい児に、必要な計画の作成が

できた。 

福祉課 ★地域で支え合う環境の

整備 

【重点プロジェクト】 

●住民、コミュニティ、自治

会、民生委員児童委員をはじ

めとする各機関と行政との連

携により地域の課題に取り組

む。 

〇住民参加による地域ネ

ットワーク会議の開催数 

270回 

№51 

B 

352回 

地域課題の把握やその解決に

向けた検討・協議を行うため、コ

ミュニティの役員会への参加及

び地域福祉計画・活動計画の策

定に向けたワークショップを積極

的に開催したことから、延べ 352

回の取組が実施できた。 

これにより、課題の把握・共有が

進み、地域住民の課題解決に取

り組む意欲の向上につながっ

た。 

●災害時避難行動要支援者対

策として、民生委員児童委員

との協力体制を強化し見守り

活動等に必要な個人情報の共

〇要支援者名簿の平常時

開示の同意率を改善す

る。 

85％ 

№51 

Ｃ 

83.7％ 

民生委員児童委員協議会連合会

と連携して、個別避難計画の点

検、要支援者名簿の平常時利用に
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有化や要支援者への情報伝

達、避難支援体制の整備を図

る。 

関する同意率の向上に努めた。今

後も継続した活動を行い、見守り

活動や避難支援体制の強化を図

っていく。 

福祉課 

（健康課） 

★生活保護受給者の健康

診査・がん検診等の受診

の推進及び健康相談等へ

の参加を呼び掛けてい

く。 

●健康課と連携し、対象者に

対して健康診査受診の勧奨を

行い、生活習慣病の早期発見

に努める等、生活保護受給者

の健康管理に対する支援を行

う。 

〇健康診査受診率 

25％を目指す。 

― 

Ｃ 

健康診査受診率は 24.0%（令和7

年3月末時点）で、ほぼ目標は達

成できた。今後も引き続き受診

勧奨を行い、受診率の向上に向

けて取り組んでいく。 

福祉課 

（高齢者支援

課、子育て支援

課、健康課ほか

庁内関係各課） 

★重層的支援体制整備事

業の推進 

【重点プロジェクト】 

●令和7年度からの事業開始に

向け、包括的な相談支援体制

の構築を図るため、包括的相

談支援事業、多機関協働事

業、アウトリーチ等を通じた

継続的支援事業、参加支援事

業、地域づくりに向けた支援

に必要な取組を実施する。ま

た事業予算、実施計画、支援

会議等の設置要綱を策定する

とともに事業周知に取り組

む。 

○副課長、担当長級を構

成メンバーとする庁内連

絡会議を年４回開催。 

〇主査級以下の職員によ

る庁内連携会議を毎月開

催。 

〇多機関協働事業者（社

協）との協働で７月から

重層的支援会議の試行等

を行う。 

〇アウトリーチ等を通じ

た継続的支援事業、参加

支援事業の体制案を７月

末までに作成。 

〇既存の地域づくり事業

の包括化について１０月

№51 

 

Ｃ 

〇庁内連絡会議を年3回実施。 

〇庁内連携会議を20回実施。ま

た主要 7 課を中心とする職員向

け研修を2、3月に延べ5回実施。 

〇多機関協働事業者（社協）によ

る重層的支援会議の試行を 2 回

実施。 

〇市社協と協議しアウトリーチ

等を通じた継続的支援事業等の

体制を決定。また参加支援事業の

社会参加応援パートナー登録制

度を新設、登録企業等へヒアリン

グを実施。 

〇既存の地域づくり事業包括化

のヒアリングを7月、担当者交流

会10月に実施。 
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までに関係課と協議。 

〇実施計画、支援会議等

の要綱を６年度末までに

策定。２月、３月の広報に

事業周知の記事を掲載す

る。 

〇事業実施計画等を 3 月に作成

するとともに3月、4月の広報の

ほか各媒体で事業周知を行った。 

子育て支援課 ★子育て世帯の負担軽

減 

【重点プロジェクト】 

 

●受託事業者と連絡を密に

することによる支援の充実 

〇ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟー ﾄ･ｾﾝﾀ  ー

会員数目標1,000名以上 

 

〇病児・病後児保育の 

2箇所目の必要性につい

て、アンケート調査結果

に基づき第 3 期こども未

来計画を策定する。 

定住自立圏域内での設

置促進を含め、相互利用

を周知啓発する。 

№７ Ｄ ・ファミサポ 

3月末会員数： 926人 

（おねがい会員  664 人、まか

せて会員212人、両方会員50人） 

こどもの数の減少やまかせて会

員の高齢化により、会員数が減

少した。web 登録や出張登録で

会員の増加に努めていく。 

・病児病後児保育 1か所 

おかだ小児クリニック 

(３月末利用人数： 1,287 人      

平均5.5人/日） 

看護師 1名、保育士 2名が常駐

して支援を行っている。申込者

全員の受け入れはできている

が、アンケート調査結果で、南部

地域での施設増設への要望が

あった。令和７年３月に策定した

「第３期丸亀市こども未来計画」

において、増設に向けて検討す
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ることとしている。 

子育て支援課 

（健康課） 

（幼保運営課） 

★まる育サポートの充実 

【重点プロジェクト】 

 

●こども家庭庁の示す新し

い相談支援機能を持つ「こど

も家庭センター」設置に向け

た、母子保健・児童福祉両部

門の連携・協働した相談支援

体制の構築。 

〇利用者の相談に対し

て、予防的な対応から、

切れ目ない対応を図り、

必要な支援につなげる。 

 

№９ Ｃ ・相談件数は、941件（3月末） 

・あだぁじぉ・健康課・家庭児童相

談室などによる子育て総合相談

窓口連絡協議会の開催や、個別

対応を通じて情報共有及び連携

強化を図った。 

・「こども家庭センター」の設置に

向けて、組織と業務内容の整理

を行うとともに、児童家庭相談シ

ステムの導入など、令和７年４月

の円滑な開設に向けて取り組ん

だ。 

子育て支援課 

（人権課） 

★DV及び児童虐待防止

の推進 

【重点プロジェクト】 

 

●要保護児童対策地域協議

会の開催及び関係機関との

情報共有と連携強化 

●DV ネットワーク会議を活

用し、関係機関との連携を強

化 

●市広報、チラシなどを活用

し、地域の関係団体、関係機

関などと連携して、広く市民

へ周知啓発を実施 

〇児童虐待の終結件数

の割合をあげる。 

 

〇DV 被害者に対する支

援の充実 

№11 Ｂ ・相談件数（２月末） 

  児童虐待  2,154件 

  DV        46件 

・児童虐待終結件数割合50.98％ 

（R5 46.80％） 

・会計年度任用職員１名を週３か

ら週５勤務に変更し体制強化を

図った。また、要保護児童対策

地域協議会などの開催により、

関係機関と連携を図りながら対

応した。 

・啓発活動について、丸亀城の

オレンジライトアップ、人権課や
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地域の団体と連携した街頭キャ

ンペーンやイベントなどを通じて

啓発に努めた。 

・虐待相談１８９（いちはやく）の周

知のため、啓発グッズの作成配

布や、新市民会館工事の外周壁

面を活用し、市民の目に届きや

すい啓発を行った。 

・専門研修会に参加し、継続的

に資質の向上に取り組んだ。 

子育て支援課 

（福祉課） 

（教育総務課・学

校教育課） 

★子どもの貧困対策の推

進 

【重点プロジェクト】 

 

●子どもの居場所事業等に

かかる取組の推進 

 

〇子どもの居場所箇所数

の増加 

 

№12 Ｃ ・「こども食堂・居場所づくりネット

ワーク事業」として社会福祉協議

会へ委託し、団体がこども食堂

等を運営しやすい環境を整える

ため連携しながら推進した。 

こども食堂 11か所 

（R5 9か所） 

つながりの場づくり 3 か所

（R5 3か所） 

・第3の居場所を継続して開設し

た。 

第3の居場所 2か所 

（R5 2か所） 

・ロングスプーン協会と市が包括

連携協定を結び、その活動の１

つとして「フードリボンプロジェク
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ト」を進めていく。 

高齢者支援課 ★医療・介護連携の推進 

【重点プロジェクト】 

 

●まんでネット（丸亀市医療

介護連携支援システム）を活

用し、医療・介護情報の共有

を図り、多職種連携を推進す

る。 

●在宅医療介護連携支援セン

ターの相談体制の充実 

○医療介護情報共有シス

テムへの登録者数：730人 

○情報共有の部屋：275室 

 

 

○多職種連携研修会等の

開催 

№44 Ｃ 〇システム登録者数：770人 

〇情報共有の部屋：277人 

      ※R7.3.1現在 

〇在宅医療介護連携支援センタ

ーが核となり、訪問看護事業所の

Webミーティングを定例開催し、

相談体制の充実を図っている。 

その他、市民公開講座2回、多職

種連携研修会3回、在宅医療出前

講座1回開催し、医療・介護の連

携に努めた。 

高齢者支援課 ★在宅老人福祉サービス

の充実 

【重点プロジェクト】 

●時代に即した敬老事業の実

施 

・敬老祝金の支給 

・敬老記念品事業の実施 

・コミュニティによる独自の

事業実施 

○元気な高齢者の割合： 

  82.6％ 

 

№45 Ｃ 〇元気な高齢者の割合：81.9％ 

〇敬老祝金（支給対象者）：1,643

人（80歳1万円、88歳2万円、

99歳 3万円）。最終 80歳 1名受

け取り申請なしのため 1,642 人

に支給 

〇敬老記念品：10,941人が対象。

敬老の日までに全発送完了。最

終、不在等により不達37件。（到

達率99.6％） 

〇敬老事業補助金：12 コミュニ

ティへ補助実施（対象年齢、催し

内容などコミュニティ独自の企

画・運営により開催） 
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高齢者支援課 ★生活支援体制整備事業

の推進 

【重点プロジェクト】 

●社会福祉協議会と協働で、

既に取組まれている「たすけ

あいサービス事業」や高齢者

の移動支援等、コミュニティ

単位での互助の助け合いの仕

組みづくりを推進する。 

○協議体の設置：14 コミ

ュニティ 

○NPO や地縁組織などと

の助け合い事業の実施： 

9コミュニティ 

 

№46 Ｄ 〇地域における生活支援等の課

題やニーズに対する情報共有や

連携の場として 13コミュニティ

で協議体を設置。 

〇NPOや地縁組織などによる助け

合い事業を 9 コミュニティで実

施。 

〇地域の実情に応じた仕組みづ

くりを推進している。 

高齢者支援課 ★一般介護予防事業の充

実 

【重点プロジェクト】 

●「元気いっぱい！長生き体

操」の実施を推奨し、地域づ

くりによる住民の自主的な介

護予防を推進する。 

●ヒアリングフレイルをはじ

めフレイルに関する啓発に取

り組む 

○「元気いっぱい！長生

き体操」実施場所数：71か

所 

○フレイル予防教室開催

回数：350回 

 

№47 Ｃ 〇介護予防につながる居場所づ

くりとして、元気いっぱい！長生

き体操を推進。。 

実施場所数：46 カ所（新規 3 カ

所） 

〇フレイル予防のための体操教

室（ころばんぞぉ～教室、フレイ

ル予防教室、介護予防のための体

操教室）：352回 

〇フレイル予防教室は２部構成

とし、体操に加えて口腔6回、聴

こえ、栄養の各 4 回の教室を開

催。 

〇体力測定の実施、個人に応じた

運動プログラムの提供により、自

主的な運動を推進している。 

高齢者支援課 高齢者の保健事業と介護 ●ハイリスクアプローチとし ○対象者へ個別相談・指 №47 Ｃ 〇ハイリスクアプローチ（個別支
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(健康課) 

(保険課) 

予防の一体的実施 て（個別的支援）：疾病の重

症化予防のための相談・指導

を実施し、健康づくり及びフ

レイル予防を推進する 

●ポピュレーションアプロー

チ（通いの場等への住民支

援）として、身体的フレイル

に関する健康教育・相談を実

施し、自主的なフレイル予防

を推進する 

導を行う。 

 

 

 

○通いの場等においての

啓発活動数：１か所につ

き3～４回 

 

援）として、糖尿病・高血圧の未

治療者への受診勧奨を実施。 

通知 130人、受診者 68人（受診

率52.3％） 

個別訪問・電話指導 56人 

〇ポピュレーションアプローチ

として、フレイル予防教室や長生

き体操での健康状態の把握、健康

教育・相談を 4カ所で実施。（南

条町・幸町の通いの場、各保健福

祉センター） 

健康状態の把握 12 回 161 人

健康教育 19回 260人 

健康相談 19回 52人 

健康課 ★感染症対策の推進 

【重点プロジェクト】 

●感染症の正しい知識と予防

対策の普及啓発 

〇市民への予防対策の周

知・啓発 

№40 Ｃ 〇令和 6 年度開始の新型コロナ

ウイルス感染症に対する定期予

防接種（65歳以上を対象）につい 

〇令和 6 年度開始の新型コロナ

ウイルス感染症に対する定期予

防接種（65歳以上を対象）につい

て接種機会の案内を実施した（接

種率：22.3％）。 

〇子宮頚がん予防接種（キャッチ

アップ）の未接種者への勧奨通知

を複数回行い、令和6年度末まで

の無料対応の周知が適切にでき
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たと考えるが、国内の一部地域に

おいてワクチン流通が滞る事態

が発生したため、接種期間の１年

延長（令和7年度末まで）措置を

丸亀市も採用した（接種率：

14.2％・R7.2末） 

健康課 

(庁内会議関係

21課） 

★第 2 次丸亀市健康増進

計画「健やかまるがめ21」

後期計画の推進 

＊健康づくりに関心を持

つ「きっかけづくり」 

 

 

●ライフステージに応じた継

続的な健康づくりの推進 

●「健幸の日」と「健幸10か

条」の周知啓発及び、令和 6

年度重点項目の推進(「3．3食

3つの器で食べる日」「8.歯み

がきを忘れない日」) 

●AI によるタイプ別受診勧

奨 

〇健(検)診における初回

受診者数の増加 

〇健康相談における初回

相談者の増加 

〇地区での健康教育及び

関係機関等を通じての健

幸10か条の周知啓発の推

進：関係機関数118 

17－① 

17－③ 

Ｃ 〇がん検診初回受診者：【R5→R6】

3,829 人（13.5％）→3,618 人

(13.2％) (R7.3月末現在) 

〇健康相談初回相談者：【R5→R6】

290回実施、相談者2,720人のう

ち初回相談者867人（R6.3.22現

在）→294回実施、相談者 3,044

人のうち初回相談者 831人(R7.3

月末現在) 

〇地区組織や関係機関(103機関)

と連携し健幸 10か条リーフレッ

ト等を活用しながら周知啓発。重

点項目 3 及び 8 についてもコミ

ュニティ誌や地域等で機会を捉

えて啓発や健康教育を実施。 

〇健康フェスタをマルタスで実

施（R7.2.8）し、フェスタ目的と

は限らない施設利用者等 264 人

の参加があり、健康づくりに関心

をもっていただく「きっかけづく



12 

 

り」につながった。 

〇特定健診の受診勧奨を AI活用

にて 5 パターンのタイプ別に分

類し約2万通ハガキを送付。 

健康課 

 (保険課) 

(学校教育課) 

 

 

 

 

 

★糖尿病等予防対策の推

進 

【重点プロジェクト】 

 

 

★小児生活習慣病対策の

推進 

【重点プロジェクト】 

●ライフステージに応じたア

プローチの強化（特に「20～

30歳代」「40～50歳代」をタ

ーゲットに推進） 

 

●子供の頃からの正しい生活

習慣の定着とともに、働く世

代や若年層の市民の生活習慣

改善等の健康行動につながる

よう、家族ぐるみで健康への

意識が高まるよう推進 

○特定健診受診率及び保

健指導実施率：前年度か

ら2％上昇 

〇若返り筋トレ教室会員

数：600人 

〇肥満傾向児の出現率の

減少 

〇健康教育・健康相談の

件数 

・小児生活習慣病予防に

ついての健康教育の実施 

・保護者(若い世代)の参

加者数の増加 

№41 

 

 

 

 

№42-1 

Ｃ 〇特定健診受診率(【R5→R6】速

報値 36.9％→38.0％ R7.3月末

現在)、保健指導実施率(【R5→R6】

11.7％→3.6％ R7.3 月末現在)

※現在も実施中で実施率はR7.10

月頃に確定する見込みであるた

め、単純比較は困難。 

〇若返り筋トレ教室登録者数：  

566人(R7.3月末現在) 

〇肥満傾向児の出現率（【R5→R6】

小4男子12.1％→14.9％、小4女

子11.9％→10.5％） 

〇健康教育・健康相談の件数：健

康教育 8,628 件、健康相談 

5,573件（R7.3月末現在） 

〇家族ぐるみで良い生活習慣が

持てるよう、乳幼児健診や地域の

子育て広場等で保護者へ、その他

愛育班や母子保健推進員等を通

して地域へ周知啓発を実施（参加

者実数の提示は困難だが、機会を

逃さず実施）。 
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〇市内小中学校の養護教諭と連

携し、生活習慣病予防について、

保健だよりに掲載。また、小中学

校において、小児生活習慣病予防

健診前後に健康教育を実施（学校

教育課対応）。 

健康課 

（子育て支援

課） 

まる育サポートの充実 

【重点プロジェクト】 

●子ども家庭総合相談拠点

（あだぁじお）との連携によ

る一体的な支援体制の構築 

●妊娠期～出産・乳児子育て

期の支援体制の充実 

・伴走型相談支援体制の充実 

・産後ケア事業の普及啓発、

利用促進 

・母子保健事業デジタル化の

推進 

・相談数の増加 

 

 

・妊娠届出時、出生後の面

談率の増加。 

・妊娠 8 か月時アンケー

ト調査実施率の増加 

・産後ケア事業の利用者

の増加 

・子育てアプリ登録者数

の増加、利用促進 

・オンライン予約、電子申

請の導入 

№9 Ｃ 〇妊娠期からの切れ目ない相談

支援体制として、妊娠届出時、妊

娠8か月時、出産後の伴走型相談

支援及び乳幼児健診後の継続的

な支援として、カンガルー教室、

ことばの相談、こども相談を実

施。伴走型支援とともに経済的支

援を並行実施することにより、子

育て家庭への適宜アプローチが

可能となった。相談内容により、

随時あだぁじおと連携し、継続的

な支援に繋いでいる。【R5→R6】

カンガルー教室延216件→延218

件、ことばの相談延 350 件→延

340 件、こども相談延 71 件→延

64件（R7.3月末） 

〇妊娠届出時の面談実施率【R5→

R6】96.1％→98.0％、出生後の面

談実施率【R6】100％ 

〇産後ケア事業は年度途中に１
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医療機関の新規契約ができ受け

皿の強化が図れた。オンライン申

し込みも定着し利用者数は増加

傾向にある。【R5→R6】 

（宿泊型）実人員７人→13人、延

人員9人→19人、延日数30日→

43 日、（通所型）実人員 18 人→

43人、延人員32人→88人、（訪

問型）、実人員 17 人→35 人、延

人員34人→69人（R7.3月末）令

和 7 年度は県内統一の集合契約

となり、県内里帰り出産時の利用

もできるようになる見込み。 

〇令和 5 年度に導入した子育て

アプリ「子育てナビまるLOULOU」

を活用し、母子健康手帳の交付予

約やマイナス１歳から始まる子

育て講座の予約を実施。各種乳幼

児健康診断の案内、子育て広場や

相談事業の他、子育てに関する情

報発信をプッシュ通知により実

施。登録者数【R5→R6】707人→

1,167人（R7.3末） 

健康課 

(庁内関係5課） 

★食育による健康増進の

実現 

【重点プロジェクト】 

●市民の食育推進のための啓

発活動 

●食育サットシステムを活用

〇食生活改善推進員の地

域での活動件数目標 

８０回 

17－④ 

 

№43 

Ｃ 〇食生活改善推進員の地域での

活動件数83回 

〇食育ネットワーク会議の開催 
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した食事指導（働き世代） 

●大学と連携した食生活改善

事業 

〇食育ネットワーク会議

の開催及び連携の充実 

〇適塩レシピの普及 

2回開催（6/24・2/17） 

〇食育ネットワーク会議主催で

1/31 食育講演会開催 保井智香

子立命館大学食マネジメント学

部教授による「食」と「運動」に

ついての講演(参加者190人) 

〇食育パネル展示(市役所ロビー

6/10～21 中央図書館 6/26～

7/31 綾歌図書館8/2～30) 

〇9/6、7 飯山高校文化祭にて食

育レストランを開催し、食事SAT

システムを活用した食事指導（生

徒・先生・保護者約 200人）。そ

の際、飯山高校保健委員会による

保健展～カフェインと健康～も

実施。 

〇12/1市 PTA行事で食事 SATシ

ステムを活用した食事指導（指導

人数 42人）※併せてスモーカラ

イザーチェックも実施（61 人実

施） 

〇10月～12月城東幼稚園等 6園

にて食育と歯の健康づくり事業

で、食育ＳＡＴシステムを活用し

た食事指導（指導人数394人) 

〇マイナス 1 歳から始まる子育
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て講座の参加者に適塩指導(みそ

汁の試飲) 12回 356人 

保険課 

（健康課） 

★高医療費の要因の一つ

になっている糖尿病等の

重症化予防などの医療費

適正化対策の推進 

【重点プロジェクト】 

●第3期データヘルス計画

（R6～R11)に基づき、健康・

医療情報等の分析結果から健

康課題を抽出し、優先順位を

付けて効果的事業（糖尿病性

腎症重症化予防等）を実施す

る。 

●後発医薬品普及策の実施 

医療費の差額通知、希望シー

ル・保険証ケースの配布等に

よる周知・啓発 

○被保険者一人当たり 

り保険給付費： 

前年度比＋2.0%以内 

※事業年報から算出 

 

 

 

○後発医薬品普及率 

（数量ベース） 

※80.0%以上 

No.41 

 

 

 

 

 

 

20－③ 

 

 

 

Ｃ ○被保険者一人当たり保険給付

費:前年度比 ＋4.0％ 

（令和6年3月～令和6年11月

診療分） 

レセプトデータ及び特定健診デ

ータの分析を行い、糖尿病性腎症

重症化予防プログラム参加者に

保健指導を実施した。 

 

〇後発医薬品普及率 

〔数量ベース〕88.1％ 

（令和7年2月審査分） 

 

保険課 

（税務課） 

★国保税収納率の向上 ●ペイジーを活用した口座振

替の推進、資格証明書・短期

保険証発行及び居所不明者・

社保離脱者の資格喪失手続等

を実施 

○現年一般分収納率 

93.5%以上 

― Ｃ 現年一般分 収納率83.51% 

（令和7年2月末現在） 

前年同月比△0.18％ 

 


